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【具体的な取り組み】 

★学校の働き方改革の取り組み 

11月１日付で総合教育会議の事務局を教育委員会事務局より市長部局の総合政策

部へ事務移管。今後開催する総合教育会議で、以下の議題をとりあげ、学校の働き

方改革に向けた取り組みを進める。 

 ＜新たな取り組み＞検討内容の例 

・市長部局と連携した DX推進による保護者への情報発信のデジタル化 

・学校と市長部局・教育委員会との情報共有の迅速化 

・校務の効率化の促進 等 

＜これまでの取り組みを加速＞ 

・「笑顔の学校プロジェクト」をはじめとする学校主体の取り組み…文科省の指定事

業を活用し、労働安全衛生を主軸とした取組による教職員のウェルビーイングの

実現 

・部活動の地域移行（中学校）…将来にわたり子どもたちがスポーツ・文化芸術に

継続して親しむことができる機会を確保するとともに、教員の業務改善にもつな

げる。 

・学校勤務時間外における避難所運営の在り方…通常時の学校運営を優先し、勤務

時間外の災害により避難所が開設された場合に、避難所派遣職員と校長との役割

の明確化。 

・水泳授業の民間活用（小学校）…小学校の水泳授業を民間のスイミングスクール

で専門スタッフの指導により行うことなどで、児童の泳力向上などとあわせ、教

員のプールへの注水などの授業準備の負担を軽減（令和 5年度は 11校で実施） 

  ・放課後オープンスクエア（小学校）…児童が放課後に安全で安心して過ごせる居

場所ができることで、これまで学校が対応せざるを得なかった学校外で起こった
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枚方市は、子どもたち、保護者、地域の方、そして教職員等全ての学校関係者のウ

ェルビーイングの向上をめざす学校の働き方改革に、全国的に先進となる、市長直轄

で全庁一丸となって取り組む。 

９月定例月議会での市長の所信表明質疑において、市長直轄の学校の働き方改革を

進める方針を伏見市長が表明。市長が座長である総合教育会議の事務局を教育委員会

事務局より市長部局の総合政策部へ事務移管したうえで、これまでの取り組みを加速

させ、「学校がブラック」と言われる状況の払拭をねらう。 

あわせて、全国的に教員不足が報道される中、国の給特法改正等の検討に先んじて、

来年度から講師の給与改善を実施。必要な教員を確保できるよう、11月 1日から 15

日まで、令和６年度の市費講師の募集を開始する。 
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児童の対応等が軽減され、教員が研修や授業の準備等に集中することができるな

ど、教員のゆとりにつなげる（令和５年度から全校実施） 

・学校施設開放に係る施設管理業務の見直し…社会体育の普及振興を目的としてい

る学校体育施設開放事業について、施設利用予約や調整方法の検討。 

・学校運営協議会を活用した効果的な取り組み…「地域とともにある学校づくり」

を実現するため、地域と保護者、学校が一体となって、教育を充実していく。 

・実社会を経験する取り組み…市長部局と連携し、より効果的な取組につなげる 

 

★講師の処遇改善・講師募集 

 ・これまで格差のあった府費負担講師との給与額の格差解消を図るため、初任給を改

定（24万 1千円→24万 3千円に。※年収 3万 5千円の改善） 

 ・令和６年度は市費負担講師（小）63人程度（中）24人程度募集 

 ・多様で効果的な独自研修の充実 

 

 

【参考】 

★市長の所信表明質疑の内容 

 「今後は、総合教育会議でも学校教員の働き方改革を取り上げ、市全体で一丸となっ

て取組を進めます。教職員がやりがいを持ち、生き生きと勤務できる環境整備を進め

ることにより、多くの方に、枚方の学校で教職に就きたいと思っていただけるよう、

学校教員の働き方改革に取り組んでまいります。」 

 

★これまでの教育委員会の取り組み事項 

 教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則の制定、電話応対時間の協力依頼の発

出、学校閉庁日及び休暇取得促進期間の設定、部活動ガイドラインの策定 

 

★これまでに報道等で取り上げられた学校の働き方改革に関する取り組み 

 ・笑顔の学校プロジェクト…時間外勤務時間の縮減、働き方の意識改革や組織改革の

推進等。文部科学省の「全国の学校における働き方改革事例集」に取り上げられ、

多くの自治体からの視察を受け入れている。 

 

★これまでの市長部局の取り組み事項 

・人権政策室にいじめ相談窓口を設置 

 

 

＜お問い合わせ＞ 

・総合教育会議 

   総合政策部企画課（担当：北田）☎072-841-1254 FAX072-841-3039 
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 ・水泳授業の民間活用 

   総合教育部教育政策課（担当：笠井）☎050-7105-8017 FAX072-851-1711 

 ・学校施設開放に係る施設管理業務 

   総合教育部教育政策課（担当：西村）☎050-7105-8020 FAX072-851-1711 

 ・放課後オープンスクエア 

   学校教育部放課後子ども課（担当：交久瀬）☎050-7105-8201 FAX072-867-8131 

・笑顔の学校プロジェクト、講師の処遇改善 

学校教育部教職員課（担当：髙山）☎050-7105-8040 FAX072-851-2172 

  ・教職員研修 

学校教育部教育研修課（担当：植田）☎050-7105-8216 FAX072-851-9335 

・部活動の地域移行 

学校教育部教育指導課（担当：井手内）☎050-7105-8052 FAX072-851-9335 


